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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の貫通孔からなる印刷パターンが形成されたマスクを用いて基板に対してクリーム
はんだの印刷を行うスクリーン印刷機において、
　機内全体を覆う機体カバーは、機体上面に配置された上面開閉カバーと、機体前面に配
置された前面開閉カバーとを備えるものであり、
　機体前部分の骨組みを左右両側に突出させて機内側に凹んだ空間を形成することにより
、前記前面開閉カバーの内側に作業者が踏み込んで作業を行う機内前部スペースが設けら
れたものであることを特徴とするスクリーン印刷機。
【請求項２】
　前記上面開閉カバーは、水平方向の軸によって上方に跳ね上がるようにして開く開閉扉
であり、
　前記前面開閉カバーは、鉛直方向の軸によって手前側に開く開閉扉であり、その裏面に
所定の作業機器が搭載されたものであることを特徴とする請求項１に記載するスクリーン
印刷機。
【請求項３】
　前記前面開閉カバーの開状態を検出する扉検出手段を備えたものであることを特徴とす
る請求項１又は請求項２に記載するスクリーン印刷機。
【請求項４】
　複数の貫通孔からなる印刷パターンが形成されたマスクを用いて基板に対してクリーム



(2) JP 6777406 B2 2020.10.28

10

20

30

40

50

はんだの印刷を行うスクリーン印刷機において、
　機内全体を覆う機体カバーは、機体上面に配置された上面開閉カバーと、機体前面に配
置された前面開閉カバーとを備えるものであり、
　前記前面開閉カバーの内側に作業者の侵入可能な機内前部スペースが設けられ、　
　前記前面開閉カバーの裏面に取り付けられ開閉に伴い形態を変化させる変形構造であり
、前記前面開閉カバーが閉じた時に前記機内前部スペースに突き出すようにして存在する
安全手段を備えたものであるスクリーン印刷機。
【請求項５】
　前記前面開閉カバーは、片開きの開閉扉であることを特徴とする請求項１乃至請求項４
のいずれかに記載するスクリーン印刷機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、作業者が機体前面側から行う機体内部の作業を行い易くしたスクリーン印刷
機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スクリーン印刷機は、機体内部に印刷パターン（印刷用の貫通孔）を有するスクリーン
マスクが保持され、その下に基板搬送装置によって搬送された基板に対してクリームはん
だによるスクリーン印刷が行われるよう構成されている。スクリーン印刷機には、基板搬
送装置の他にも、搬送された基板を保持して印刷箇所に位置決めするための基板保持装置
や、スクリーンマスクを位置決めして保持するためのスクリーンマスク保持装置、更には
スクリーンマスクに対して上面からクリームはんだを塗り延ばすスキージ装置などが設け
られている。
【０００３】
　例えば、スクリーン印刷機の基板保持装置では、搬送された基板がバックアップ機構に
よってクランプ位置まで持ち上げられる。そのバックアップ機構は、基板に実装される電
子部品の位置を避けるようにして複数のバックアップピンが取り付けられている。そのた
め、生産内容の変更時には、作業者は、機体内部にあるバックアップピンに対する段取り
替えを行わなければならなくなる。また、そのほかにもクリームはんだで汚れた基板用テ
ーブルの清掃などが行われるが、いずれの場合であっても機体前方に立った作業者は、機
内奥に対して作業を行う必要があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１４９２９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載のスクリーン印刷機は、そうした作業の困難さを考慮して機体前面部
分に上下に移動する開閉可能なシャッタが構成されている。前傾姿勢になって行う作業者
にとって機体奥への作業が行い易くなるようにするためである。更に、このスクリーン印
刷機は、機体前面の中央部分が後方に凹み、平面視で見た場合にコの字状になっている。
作業者は、その凹みに入り込んだ立ち位置で機内への作業を行うこととなる。しかし、機
体前面部分の凹んだ部分は、実質的に作業者から作業位置までの距離を短くするわけでは
なく、そのためシャッタによる前面部の一部開放は作業性向上に対して限定的なものであ
った。
【０００６】
　そこで、本発明は、かかる課題を解決すべく、作業性を向上させたスクリーン印刷機を
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提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係るスクリーン印刷機は、複数の貫通孔からなる印刷パターンが形成されたマ
スクを用いて基板に対してクリームはんだの印刷を行うものであって、機内全体を覆う機
体カバーは、機体上面に配置された上面開閉カバーと、機体前面に配置された前面開閉カ
バーとを備えるものであり、機体前部分の骨組みを左右両側に突出させて機内側に凹んだ
空間を形成することにより、前記前面開閉カバーの内側に作業者が踏み込んで作業を行う
機内前部スペースが設けられたものである。
 
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、上面開閉カバーだけではなく前面開閉カバーを開けることにより、作
業者は機内前部スペースに一歩踏み込んだ立ち位置で作業を行うことができ、作業性が向
上することとなる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】スクリーン印刷機の一実施形態を示した上面開閉カバーが開状態の斜視図である
。
【図２】スクリーン印刷機の一実施形態を示した上面開閉カバーおよび前面開閉カバーが
開状態の斜視図である。
【図３】スクリーン印刷機の一実施形態の内部構造を簡易的に示した側面図である。
【図４】安全アームの動作を簡易的に示した図である。
【図５】機体カバーの前面開閉カバーと退避場所に位置するクリーニング装置との関係を
示した斜視図である。
【図６】溶剤供給装置を搭載した前面開閉カバーを示した斜視図である。
【図７】スクリーン印刷機の参考例を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　次に、本発明に係るスクリーン印刷機の一実施形態について、図面を参照しながら以下
に説明する。図１及び図２は、本実施形態のスクリーン印刷機を示した斜視図であり、図
１は上面開閉カバーのみが開いた状態が示され、図２には上面開閉カバーと前面開閉カバ
ーが開いた状態が示されている。また、図３は、スクリーン印刷機の内部構造を簡易的に
示した側面図である。このスクリーン印刷機１は、基板に対してクリームはんだを印刷す
るものであり、例えば印刷状態を検査する検査機や基板に電子部品の装着を行う部品装着
機などと共に回路基板生産ラインを構成するものである。
【００１１】
　スクリーン印刷機１は、機体内部に水平に設置されたマスクの下に基板が搬送および保
持され、印刷パターン（貫通孔）を通してマスク上面から下側の基板にクリームはんだが
塗布されるものである。そのスクリーン印刷機１は、図３に示すように上方にマスクホル
ダ２があり、そこにはマスク枠に固定されたマスクが保持されている。そして、マスクホ
ルダの上方側にはスキージ装置３が設置され、機体前後方向である図３の左右方向に移動
可能な状態で取り付けられている。一方、マスクホルダ２の下方側には基板用テーブル５
が設置されている。基板用テーブル５には、基板を機体幅方向に搬入及び搬出させる搬送
装置、基板を機体前後方向にクランプするクランプ装置、そして基板をクランプ位置へと
上下させるバックアップ装置などが構成されている。
【００１２】
　更に、基板用テーブル５は、駆動モータ１１とボールネジ機構を介して矢印Ａ１で示す
範囲において昇降可能な構成になっている。また、マスクホルダ２と基板用テーブル５の
間には、マスクの汚れを下面側から拭き取って清掃するクリーニング装置６と、基板やマ
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スクに付されたマークを撮像するためカメラユニット７が設けられている。クリーニング
装置６とカメラユニット７はスライダを介して一体的に構成され、機体前後方向に配置さ
れたガイドレールに沿って移動できるようになっている。例えば、一対のプーリに掛け渡
された回転ベルトにクリーニング装置６とカメラユニット７とが連結され、駆動モータの
回転制御により矢印Ａ２に示す範囲において機体前後方向の移動が可能になっている。
【００１３】
　このようなスクリーン印刷機１は、全体が機体カバー８によって覆われており、幅方向
の両側面に基板の搬入又は搬出のための搬送口８０１が形成されている。従って、回路基
板生産ラインの上流側の搬送口８０１から搬送装置によって搬入された基板は、バックア
ップ装置によって持ち上げられた後クランプ装置によって保持され、その状態で更にマス
ク下の印刷位置へと基板用テーブル５ごと上昇する。そして、スキージ装置３によってマ
スクの印刷パターンを通してクリームはんだが基板に対して印刷される。その後、搬送位
置に戻された基板は下流側の搬送口８０１から搬出されて次の部品実装機などへと送られ
る。
【００１４】
　こうした基板への印刷処理が繰り返される際、クリーニング装置６およびカメラユニッ
ト７は、基板用テーブル５が図３に示すように下降した状態で矢印Ａ２に示す機体前後方
向に移動することとなる。このときカメラユニット７によって基板の認識マークなどが撮
像され、或いは所定のタイミングでクリーニング装置６によるマスク下面の拭き取り清掃
が行われる。このクリーニング装置６およびカメラユニット７は、基板用テーブル５とマ
スクホルダ２との間に位置しているため、上昇する基板用テーブル５の妨げとならないよ
うにする必要がある。そこで、クリーニング装置６およびカメラユニット７は、図３に示
すように機体前部に設けられた退避場所に移動し、上昇する基板用テーブル５との干渉が
回避できるようになっている。
【００１５】
　スクリーン印刷機１は、柱部材や梁部材などが組まれた骨組み１２が形成され、そこに
前記各装置が組み付けられるとともに、機体カバー８が全体を覆うようにして取り付けら
れている。そして、機体カバー８に覆われた機内前部には、前述した退避場所を確保する
ため、図２及び図３において破線で示す空きスペースである機内前部スペース１０が設け
られている。骨組み１２の機体前部分は、左右両側が突出し、その間の中央部分において
機内前部スペース１０ができるように、平面視で見た場合にコの字状に凹んだ形状になっ
ている。そして、骨組み１２が凹んだ構造であっても、クリーニング装置６などの退避場
所を確保するため、機体カバー８はスクリーン印刷機１の前面全体がほぼ同じ位置の平面
になっている。つまり、前記特許文献１に記載のスクリーン印刷機のように機体カバーの
前面が凹んだ形状にはなっていない。
【００１６】
　ところで、スクリーン印刷機１では、作業者によって基板用テーブル５におけるバック
アップ装置の段取り替えや機内のメンテナンスなどが行われる。その際、スクリーン印刷
機１の前方から行う作業者の作業が行い易いように、本実施形態では機体カバー８の一部
が扉タイプの開閉構造になっている。具体的には、機体の前面から上面にかけて開放する
ようにした上面開閉カバー１５だけではなく、機体の前面も開放するようにした前面開閉
カバー１６が形成されている。すなわち、図２に示すように上面開閉カバー１５と前面開
閉カバー１６が開くことにより、作業者は、機内前部スペース１０内に一歩踏み込んだ立
ち位置で作業を行うことができるようになっている。
【００１７】
　この点、従来のスクリーン印刷機は前面が固定面になっているため、作業者は図１に示
すような前面カバーのある機体の前方に立つことになり、機内奥にある遠い位置の基板用
テーブル５などに対し、大きく腰を折って前傾姿勢になったり、大きく手を伸ばして作業
を行う必要があった。前記特許文献１に記載のスクリーン印刷機の場合でも、一部にシャ
ッタは形成されているものの機体カバーの前面は固定されており、作業者の立ち位置から
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基板用テーブルまでの距離は近くなっていなかった。つまり、機体カバーの形状がコの字
に形成されていても、クリーニング装置の退避場所が本実施形態と同様に設けられている
ため（特許文献１の図１参照）、凹んだ機体外側の位置から基板用テーブルまでの距離が
近くなっているわけではないからである。
【００１８】
　そこで、本実施形態では、機体カバー８に対して片開き扉タイプの前面開閉カバー１６
を設けることにより、内部の機内前部スペース１０を作業者が作業する際に使える空間と
して機能させることとした。この機内前部スペース１０は、例えば幅が８００ｍｍ程度あ
り作業者が入るのに十分な空間になっている。その一方で、作業者が機内に入ることを可
能にした構造では、安全に作業が行えるよう注意する必要がある。そこで、本実施形態の
スクリーン印刷機１には安全装置が設けられている。先ず、図２に示すように、前面開口
部には前面開閉カバー１６の開状態を検出する検出スイッチ２５が取り付けられ、開状態
を検出して送信される検出信号によって各装置の駆動停止制御が行われるようになってい
る。
【００１９】
　また、前面開閉カバー１６は、その裏側に安全アーム２６が取り付けられている。ここ
で、図４は、安全アーム２６の動作を簡易的に示した図である。特に、スクリーン印刷機
１の前部を平面的に示したものであり、破線で機内前部スペース１０が示されている。そ
して、前面開閉カバー１６と安全アーム２６は、その前面開閉カバー１６の開いた状態が
実線で示され、閉じた状態が一点鎖線で示されている。
【００２０】
　この安全アーム２６は、２本の帯状プレート２６１，２６２が互いに蝶番によって連結
され、更に帯状プレート２６１の端部が前面開閉カバー１６の裏面に蝶番を介して取り付
けられ、もう一方の帯状プレート２６２の端部が機内の骨組み１２に対して蝶番によって
取り付けられている。従って、安全アーム２６は、前面開閉カバー１６の開閉に伴って帯
状プレート２６１，２６２の角度を変えた変形が可能になっている。
 
【００２１】
　具体的には、前面開閉カバー１６が開いた場合は、図２及び図４に示すように、帯状プ
レート２６１，２６２の間の角度が大きく直線に近い形状になって前面開閉カバー１６に
沿うように配置されることとなる。そして、安全アーム２６が機内前部スペース１０を僅
かに横切る程度の位置に配置されるようになっている。一方、前面開閉カバー１６が閉じ
た場合には、図４の破線で示すように、帯状プレート２６１，２６２の間の角度が鋭角に
折れた形状になって前面開閉カバー１６から離れ、機内前部スペース１０内に突き出すよ
うにして配置されることとなる。
【００２２】
　よって、安全アーム２６は、前面開閉カバー１６が開いた場合には、機内前部スペース
１０に立って作業する作業者の邪魔にならない配置となる一方、前面開閉カバー１６が閉
じる場合には、機内前部スペース１０内に居る作業者に安全アーム２６が当たるようにな
っている。つまり、作業者が機内前部スペース１０で作業を行っている場合は、安全アー
ム２６が邪魔になって前面開閉カバー１６が閉じられないようになっている。なお、この
安全装置は、前面開閉カバー１６が開いた状態で機内前部スペース１０との干渉が小さく
なるように配置し、閉じた場合には逆に干渉する位置に突き出して作業者に当たるように
するものであれば、安全アーム２６のような構成に限るものではない。
【００２３】
　続いて、図５及び図６は、機体カバー８の前面開閉カバー１６を裏面側から示した斜視
図であり、特に図５は、退避場所に位置するクリーニング装置６との関係が示され、図６
は、クリーニング装置６に対して溶剤を供給する溶剤供給装置を搭載した状態が示されて
いる。クリーニング装置６は、白抜き矢印で示すようにスクリーン印刷機１の前後方向に
往復移動することにより、クリーニングペーパ２１によってマスクの汚れを下面側から拭
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き取るようにしたものである。具体的には、使用前のクリーニングペーパ２１が第１ロー
ラ２３から巻き出され、拭き取りを行って使用済みとなった部分が第２ローラ２４によっ
て巻き取られるように構成されている。そして、第１ローラ２３と第２ローラ２４は平行
に回転支持されており、両者にまたがって巻かれたクリーニングペーパ２１は、その中間
部分がマスク下面に押し当てられるようになっている。
【００２４】
　クリーニングペーパ２１は、マスクに直接当たる拭き取り部分に対して、溶剤供給装置
９よって溶剤が塗布される。溶剤供給装置９は、図６に示すように前面開閉カバー１６に
組み付けられており、クリーニングペーパ２１に対する溶剤の塗布は、図５に示すように
、クリーニング装置６の退避場所である前面開閉カバー１６に接近した位置で行われるこ
ととなる。その溶剤供給装置９は、図２に示すように、溶剤を入れた溶剤タンク３１が機
内前部スペース１０に位置するケース３２内に入れられている。骨組み１２の柱部材に固
定されているケース３２は前面が開いており、前面開閉カバー１６には対応する個所に開
口部１６１が形成されているため、前面開閉カバー１６が閉じた状態でも溶剤タンク３１
の取り替えが可能になっている。
【００２５】
　下方に位置する溶剤タンク３１は上方に位置するノズル３３に対してフレキシブルなチ
ューブによって接続され、溶剤タンク３１内部の溶剤はポンプによって汲み上げられてノ
ズル３３から吐出されるようになっている。ノズル３３が設けられた溶剤供給装置９の駆
動部は一枚の支持プレート３５に組み付けられ、その支持プレート３５を介して前面開閉
カバー１６に取り付けられている。支持プレート３５にはガイドレール３６が水平に固定
され、そのガイドレール３６には摺動可能なガイドブロック３７が嵌め合わされている。
そして、ガイドブロック３７にはノズル３３を備えた走行台３４が固定されている。
【００２６】
　また、支持プレート３５にはサーボモータ３８が固定され、その回転軸に固定されたプ
ーリに回転ベルト３９が掛け渡されている。その回転ベルト３９は、さらに支持プレート
３５に取り付けられた他のプーリ４１，４２やテンションローラ４３などにも掛け渡され
ている。走行台３４は、そうした回転ベルト３９の直線部分３９１に連結されている。よ
って、溶剤供給装置９は、サーボモータ３８の駆動制御により回転ベルト３９が回転する
ことで走行台３４が引っ張られ、前面開閉カバー１６の上方を縁に沿った矢印Ａ３で示す
移動が可能になっている。また、溶剤タンク３１とノズル３３を連結するチューブには電
磁弁が接続されており、その開閉制御によってノズル３３から吐出される溶剤の調整が行
われるようになっている。
【００２７】
　以上、本実施形態のスクリーン印刷機１では、前述したように上面開閉カバー１５だけ
ではなく前面開閉カバー１６が構成されているため、段取り替えやメンテナンスの際、作
業者は、上面開閉カバー１５と前面開閉カバー１６を開けて機内前部スペース１０内に一
歩踏み込んだ立ち位置で作業を行うことができる。その場合、クリーニング装置６やカメ
ラユニット７は、機体後方（図３右側）に移動している。従って、作業者の立ち位置から
作業箇所までの距離が短くなり、例えば手元が見やすくなるほか大きく腰を折った前傾姿
勢にならずに作業を行うことができるなど、作業性が向上することとなる。
【００２８】
　また、前面開閉カバー１６は片開き扉タイプであって、ネジ止めするような完全取り外
しタイプではないため、容易に開け閉めを行うことができる。つまり、工具などを使用す
ることなく開閉させることができ、作業者による作業性を損なうことがない。しかし、開
け閉めが容易であるため開状態のままスクリーン印刷機１が駆動してしまうおそれがある
が、この点本実施形態では検出スイッチ２５の検出によって各装置の駆動停止制御が行わ
れる。従って、前面開閉カバー１６の閉め忘れだけではなく、不意に開いてしまったよう
な場合でもスクリーン印刷機１の駆動が停止することとなる。そして、万一機内前部スペ
ース１０内に作業者が居る状態で前面開閉カバー１６が閉じられようとしても、安全アー
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ム２６によって前面開閉カバー１６が閉じてしまうこともない。
【００２９】
　更に、本実施形態では前面開閉カバー１６が片開き扉タイプであるため、裏面に溶剤供
給装置９を取り付けても取り扱いに不都合がないものとなった。つまり、前記特許文献１
のようなシャッタ式では溶剤供給装置９を取り付けは困難であり、ネジ止めする完全取り
外しタイプではチューブやケーブルの切り離しが必要になるなど作業者による作業性を損
なってしまう。これに対して本実施形態では、支持プレート３５に組み付けられた溶剤供
給装置９の駆動部は前面開閉カバー１６の開閉に従って旋回するが、ノズル３３に接続さ
れたチューブやサーボモータ３８に接続されたケーブルなどを切り離す必要がなく、段取
り替えなどを行う作業者に余分な作業を与えなることはない。しかも前面開閉カバー１６
が開いた状態で、機内前部スペース１０で溶剤供給装置９が作業を行う作業者の妨げにも
ならない。
【００３０】
　続いて、スクリーン印刷機の他の参考例につて図７を示して説明する。図７は、スクリ
ーン印刷機の参考例を示す斜視図である。このスクリーン印刷機１００は、図３で示す前
記実施形態のスクリーン印刷機１と同様の内部構造を有し、全体が機体カバー１０８によ
って覆われている。機体カバー１０８には、機体の前面から上面にかけて開放するように
した上面開閉カバー１１５と、機体の前面も開放するようにした前面開閉カバー１１６が
形成されている。しかし、本参考例の前面開閉カバー１１６は、前面カバー１１２の一部
分だけであり、その開口部が上面開閉カバー１１５の開口部と連続するように上部に形成
されている。
【００３１】
　上面開閉カバー１１５と前面開閉カバー１１６は、閉じた状態では実線で示すようにス
クリーン印刷機１００の外殻を構成し、開く時には、破線で示すように上面開閉カバー１
１５が上側後方に回転し、前面開閉カバー１１６は下側前方に回転する構成になっている
。さらに前面開閉カバー１１６は、回転軸部分にフリーストップヒンジなどが用いられて
いるため、勢いよく開いてしまうことなく、また、任意の角度で回転を停止させて開状態
の姿勢を保つことができるようになっている。　　　　
【００３２】
　よって、スクリーン印刷機１００では、上面開閉カバー１１５と前面開閉カバー１１６
を全開させることにより、段取り替えやメンテナンスの際、作業者は前面開閉カバー１１
６の開口部に体を入れて無理のない前傾姿勢をとることができ、機内奥の作業も可能にな
る。また、前面開閉カバー１１６を開けることで、出し入れするマスクの下側に余裕がで
きるため交換作業が行い易くなる。また、前面開閉カバー１１６を開けた開口部からクリ
ーニング装置のクリーニングペーパの出し入れができるようにすることで、生産を停止さ
せることなく作業を進めることが可能になる。また、前面開閉カバー１１６による開口部
の面積が小さいため、開閉による機内の温度変化を最小限に抑えることができる。更に、
前面開閉カバー１１６は、フリーストップヒンジによって回転軸部分が構成されているた
め、開く時に自重によって勢いよく全開状態になってしまうことがなく、作業者の手が挟
まれたり、装置に傷がついたりすることを回避できる。また、前面開閉カバー１１６は任
意の回転角度で停止可能な構成であるため、ストッパ機構を用い水平姿勢で位置決めする
ことにより作業台として使用することが可能になる。
【００３３】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されることなく、
その趣旨を逸脱しない範囲で様々な変更が可能である。
　例えば、前記実施形態では、安全装置の一つとして安全アーム２６を採用したが、それ
に替えて作業者の存在を確認するための光センサなどを設置するようにしてもよい。
　また、機内前部スペース１０は、前面開閉カバー１６を閉じることで収納空間にもなる
ため、安全アーム２６などの安全装置に干渉しないように、容易に取出し可能な収納部を
構成するようにしてもよい。
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【符号の説明】
【００３４】
１…スクリーン印刷機　２…マスクホルダ　３…スキージ装置　５…基板用テーブル　６
…クリーニング装置　７…カメラユニット　８…機体カバー　９…溶剤供給装置　１０…
機内前部スペース　１５…上面開閉カバー　１６…前面開閉カバー　２６…安全アーム　
３１…溶剤タンク　３３…ノズル
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